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○
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
九
十
六
号

観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通

省
関
係
告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係

告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示

（
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に

関
す
る
基
本
方
針
の
一
部
改
正
）

第
一
条

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
国
際
観
光
の
振

興
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
九
年
運
輸
省
告
示
第
五
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興

に
関
す
る
基
本
方
針

本
則
中
「
来
訪
地
域
の
整
備
等
」
を
「
旅
行
の
容
易
化
等
」
に
改
め
る
。
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一

中
「
極
め
て
」
及
び
「
今
後
は
、
」
を
削
り
、
「
観
光
産
業
は
大
き
く
期
待
さ
れ
て
い
る
。
」
の
次
に
次
の

(一)

段
落
を
加
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
観
光
は
従
来
に
も
増
し
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
な
か
、

平
成
十
九
年
一
月
に
観
光
立
国
推
進
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
が
施
行
さ
れ
、
同
法
に
基
づ

き
観
光
立
国
推
進
基
本
計
画
が
同
年
六
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
今
後
、
同
計
画
に
基
づ
い
て
観
光
立
国
の
推

進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一

１
中
「
ま
た
、
市
町
村
は
、
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
を
促
進
す
る
た
め
の
地
域
の
統
一
的
な
戦
略
と
し
て

(二)

、
地
域
観
光
振
興
計
画
を
定
め
る
。
更
に
、
観
光
振
興
に
取
り
組
む
民
間
法
人
は
、
地
域
観
光
振
興
計
画
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
地
域
観
光
振
興
事
業
に
関
す
る
構
想
及
び
計
画
を
定
め
る
。
こ
れ
ら
の
計
画
を
達
成
す
る
た
め
、
」
を
「

外
客
来
訪
促
進
計
画
を
達
成
す
る
た
め
、
」
に
改
め
る
。

一

２
中
「
四
ー

」
を
「
三
ー

」
に
改
め
る
。

(二)

(二)

(二)

一

３
中
「
五
ー

」
を
「
四
ー

」
に
改
め
る
。

(二)

(二)

(二)

二

２
①
中
「
四
ー

」
を
「
三
ー

」
に
改
め
る
。

(一)

（三）

（三）

二

４
中
「
五
ー

」
を
「
四
ー

」
に
改
め
る
。

(一)

(二)

(二)

二

７
②
中
「
五
ー

」
を
「
四
ー

」
に
改
め
る
。

(一)

（三）

（三）

二

７
④
中
「
四
ー

」
を
「
三
ー

」
に
改
め
る
。

(一)

(二)

(二)
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三
を
削
り
、
四
を
三
と
す
る
。

五

中
「
「
ｉ
」
案
内
所
」
を
「
「
ビ
ジ
ッ
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
案
内
所
」
」
に
改
め
、
五
を
四
と
す
る
。

(二)
六
を
五
と
す
る
。

（
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
に
規
定
す

る
情
報
提
供
促
進
措
置
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
に
規

定
す
る
情
報
提
供
促
進
措
置
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
規
定
す

る
情
報
提
供
促
進
措
置
に
関
す
る
基
準

一
中
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
」

を
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第

九
十
一
号
）
第
七
条
」
に
改
め
る
。

（
公
共
交
通
事
業
者
等
が
情
報
提
供
促
進
措
置
を
講
ず
べ
き
区
間
の
一
部
改
正
）

第
三
条

公
共
交
通
事
業
者
等
が
情
報
提
供
促
進
措
置
を
講
ず
べ
き
区
間
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
四
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十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光

の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
年
七
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


